
は
じ
め
に

め
お
断
り
し
て
'
ご
海
容
を
お
願
い
す
る
次

第
で
あ
る
｡
な
お
､
学
会
報
告
お
よ
び
論
文

の
副
題
は
､
原
則
と
し
て
省
略
さ
せ
て
頂
い

た
｡

三

･;:..I...i;∵
,
.;
I

.,;;

..

..

.

鶴
田

順

小
林
友
彦

本
欄
で
紹
介
さ
せ
て
頂
-
の
は
'
昨
年

1

0
月
か
ら
本
年
九
月
ま
で
に
本
誌

｢
文
献
月

報
L

に
掲
載
さ
れ
た
著
書

｡
論
文
な
ど
で
あ

る
(

国
際
経
済
法
と
国
際
環
境
法
の
文
献
に

つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
国
際
経
済
法
と
環
境

法
の
欄
を
参
照
さ
れ
た
い
)
｡
た
だ
し
'
こ

の
期
間
中
に

｢
文
献
月
報
｣
に
掲
載
さ
れ
た

文
献
を
遍
-
フ
ォ
ロ
ー
で
き
た
わ
け
で
は
な

-
､
ま
た
限
ら
れ
た
紙
幅
の
都
合
か
ら
'
紹

介
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
文
献
も
多

い
｡
上
記
期
間
中
に
連
載
が
終
了
し
て
い
な

い
文
献
に
つ
い
て
は
､
次
年
度
以
降
の
本
欄

に
委
ね
た
｡
ま
た
､
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
文

献
に
つ
い
て
も
､
我
々
の
能
力
不
足
か
ら
誤

解
な
ど
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
あ
ら
か
じ

一

学
会
活
動

本
年
度
の
国
際
法
学
会
の
春
季
大
会
は
'

五
月
八
日
に
大
阪
大
学
で
開
催
さ
れ
た
｡
佐

藤
義
明

｢
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
主
文
の

構
成
｣
'
湯
山
智
之

｢
国
家
責
任
法
に
お
け

る

『事
実
上
の
機
関
』
と
し
て
の
私
人
行
為

の
国
家

へ
の
帰
属
｣
'
赤
根
谷
達
雄

｢『
保
護

す
る
責
任
』
と
主
権
国
家
レ
ジ
ー
ム
の
ゆ
ら

ぎ
/
変
容
L
t
青
木
節
子

｢
宇
宙
の
探
査

･

利
用
を
め
ぐ
る

『
国
家
責
任
』

の
課
題
｣
'

杉
原
高
嶺

｢
国
際
司
法
裁
判
所

に
お
け
る

ju
ra
n
o
v
it

curia原
則
｣
の
報
告
が
行
わ

れ
た
｡

国
際
法
学
会
の
秋
季
大
会
は
､

l
〇
月
九

日

･
l
〇
日
に
神
奈
川
大
学
で
開
催
さ
れ

た
｡
第

一
日
日
は
'
共
通
テ
ー
マ

｢
海
上
に

お
け
る
法
執
行
活
動
の
新
展
開
｣

の
も
と
う

森
田
章
夫

｢
国
際
法
上
の
海
賊

(piracy

lure
G
entium
)
に
対
す
る
国
家
管

轄
権

の
適
用
｣
'
森
川
幸

一
｢
海
上
法
執
行
活
動

に
伴
う

use
of
fo
rce
の
概
念
を
め
ぐ

っ

て
｣
､
山

田
哲
也

｢
ソ
マ
リ
ア

｢
海
賊
｣
問

題
と

国
連
｣
､
杉
本
明
子

｢
ソ
マ
リ
ア
に
お

け
る

｢
紛
争

｣

と
ソ
マ
リ
ア
沖
海
賊
問
題
｣

の
報
告
が
行
わ

れ
､
最
後
に
､
ju
h･e
d
H
.

A
.
Soons
(
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
教
授
)
に
よ

る
特
別
報
告

｢
h
w

En
f
orcem
ent
in

th
e

OceanL
が
行
わ
れ

た
0

第
二
日
目
の
午
前

の
部
は
､
共
通
テ
ー
マ

｢
国
際
社
会
に
お
け

る
倫
理
性
と
法
規
範
｣

の
も
と
'
位
田
隆

1

｢
国
際
法
規
範
形
成
に

お
け
る
倫
理
｣､
中
野

俊

一
郎

｢
国
際
商
事
仲
裁
と
国
家
法
秩
序
の

関
係
｣
の
報
告
が
行
わ
れ
た
｡
午
後
の
部

は
､
二
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
､

第

一
分
科
会
は
'
共
通
テ
ー
マ

｢
国
際
組
織

の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
｣

の
も
と
､
宮
野

洋

一
｢
｢
国
際
組
織
の
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ

ィ
と
い
う
問
題
｣

の
位
相
｣
､
秋
月
弘
子

｢
国
際
機
構
法
と
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
L

t

丸
山
政
己

｢
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
お
け

る
立
憲
主
義
の
可
能
性
と
課
題
｣
へ
吉
田
修

｢
国
際
組
織
の

｢
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
｣

概
念
｣
の
報
告
が
行
わ
れ
た
｡
第
二
分
科
会

は
､
共
通
テ
ー
マ

｢
企
業
の
社
会
的
責
任
と

グ
ロ
ー
バ
ル
｡
コ
ン
パ
ク
ト
｣

の
も
と
､
吾

郷
最

l
｢
国
際
労
働
基
準
と
C

S
R
L､
梅

田
徹

｢
企
業
の
社
会
的
責
任

(C
S
R
)
と

国
際
法
的
規
制
の
検
討
｣
､
高
杉
直

｢多
国

籍
企
業
と
国
際
的
な
C
S

R
Lt
佐
藤
安
倍

｢
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
法
を
め
ぐ
る
実
務
的

課
題
｣

の
報
告
が
行
わ
れ
た
｡

本
年

度
の
世
界
法
学
会
の
研
究
大
会
は
'

五
月
九
日
に
大
阪
大
学
で
開
催
さ
れ
た
｡
田

畑
茂
二
郎

『
世
界
政
府
の
思
想
』
(岩
波
書

店
)
の
刊
行
か
ら
六
〇
年
を
迎
え
た
こ
と
を

ふ
ま
え
､
佐
藤
哲
夫

｢見
果
て
ぬ
夢
､
国
連

常
設
軍
｣
､
中
山
雅
司

｢
世
界
憲
法
案
と
人

権
保
障
の

現
状
｣､
川
副
令

｢
1

･
L
｡
プ

ラ
イ
ア
リ
の
司
法
的
紛
争
解
決
限
界
論
と
そ

の
背
景
L

t
村
上
太
郎

｢
今
日
の

｢
事
実
上
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の
国
際
政
府
｣
理
論
と

l
方
的
行
為
｣
､
黒

神
直
純

｢
国
連
事
務
局
の
機
能
変
化
｣
､
福

永
有
夏

｢
国
際
機
関
の
開
発
政
策
と
世

界
政

府
思
想
｣
の
報
告
が
行
わ
れ
､
最
後
に
､
松

井
芳
郎
に
よ
る
特
別
報
告

｢
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
時
代
に
お
け
る

『
世
界
政
府
の
思
想

』｣

が
行
わ
れ
た
｡

本
年
度
の
国
際
法
協
会
日
本
支
部
の
研
究

大
会
は
'
四
月

一
七
日
に
東
京
大
学
で
開
催

さ
れ
た
｡
統

l
テ
ー
マ

｢主
権
免
除
の
新
た

な
展
開
｣
の
も
と
､
山
田
中
正

｢
国
連
国
家

免
除
条
約
の
成
立
｣
､
鶴
岡
公
二

｢
国
連
国

家
免
除
条
約
の
締
結
と
そ
の
意
義
に
つ
い

て
L

T
中
西
康

｢
主
権
免
除
を
め
ぐ
る
国
際

私
法

上
の
問
題
｣
､
垣
内
秀
介

｢
主
権
免
除

を
め
ぐ
る
手
続
法
的
問
題
｣
､
信
森
毅
博

｢
中
央
銀
行
か
ら
み
た
主
権
免
除
法
整
備
の

意
義
｣､
福
島
栄

一
｢
日
本
官
庁
を
被
告
と
す

る
米
国

主
権
免
除
法

(F
S
I
A
)
の
下
に

お
け
る
事
例
研
究
｣
の
報
告
が
行
わ
れ
た
｡

二

総
論
'
法
源
'
歴
史
､

条
約
法
'
外
交
実
務

国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
､

｢特
集
/
日
本
に
お
け
る
国
際
法
｣

(

ジ
ュ
リ

一
三
八
七
)
が
､
包
括
的
に
概
観

し
た
｡
小

寺
彰
-
奥
脇
直
也

｢
企
画
の
趣
旨
｣
に
よ
れ

ば
､
研
究
者

｡
実
務
家
に
よ
る
整
理

･
解
説

を
通
じ
て
､
日
本
に
お
け
る
国
際
法
の
位
置

づ
け
の
特
色

｡
背
景

･
課
題
を
明
ら
か
に
し

た
｡
総
論
的
位
置
づ
け
の
第
-
部
で
は
'
ま

ず
､
園
部
逸
夫
=

小
寺
彰

｢最
高
裁
判
所
と

国
際
法
-

園
部
元
最
高
裁
判
事
に
聞
-
｣

で
､
園
部
は
､
法
適
用
に
あ
た
っ
て
ま
ず
法

律
､
次
に
憲
法
を
見
て
'
当
事
者
の
主
張
に

よ
っ
て
国
際
法
が
出
て
-
る
と
い
う
感
覚
が

あ
っ
た
こ
と
､
人
権
等
の
国
際
的
動
向
に
は

留
意
し
て
い
た
こ
と
､
裁
判
所
が
国
際
法
を

適
用
す
る
に
は
下
級
審
で
十
分
に
議
論
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
の
見
解
を
披
露
し

た
｡
山
本
草
二

｢
国
家
の
条
約
解
釈
権
能
を

め
ぐ
る
課
題
｣
は
'
各
国
家
に
よ
る
条
約
解

釈
の
対
外
的
な
合
理
性

｡
対
抗
力
の
確
保
の

あ
り
方
や
国
際
機
関
に
よ
る
解
釈
の
位
置
づ

け
に
つ
い
て
解
説
し
た
｡
関
連
す
る
実
定
国

際
法
お
よ
び
学
説
の
展
開
を
整
理
し
た
う
え

で
'
条
約
解
釈
権
能
を
担
う
複
数
の
国
内
機

関
の
問
で
の
配
分
と
調
整
の
あ
り
方
を
検
討

し
､
現
行
国
際
法
に
よ
る
規
律
の
課
題
を
指

摘
し
た
｡
石
川
健
治

｢『
国
際
憲
法
』
再
論
｣

は
､
ミ
ル
キ
ヌ
-
ゲ
ツ
エ
ヴ
ィ
ツ
チ

『
国
際

憲
法
』
が
各
国
憲
法
の
併
存
を
前
提
と
し
つ

つ
も
民
主
化
を
通
し
て
公
法
統

一
へ
発
展
す

る
方
向
性
を
示
し
た
と
再
構
成
し
た
｡
他
方

で
､
そ
の
前
提
が
危
う
い
と
い
う
点
を
指
摘

し
'
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
関
す
る
国

際
法
学
説
を
ふ
ま
え
て
､
近
年
の

｢
憲
法

化
｣
と

｢
断
片
化
｣
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
整
理

し
た
｡

｢
特
集
/
国
際
法
の
理
論
と
実
務
｣
(冒

正
六

l
･
五
)
は
'
実
務
的
に
関
心
の
高
い

論
点
に
つ
い
て
研
究
者
と
実
務
家
が
解
説
し

た
｡
大
森
正
仁

｢
国
際
法

の
理
論
と
実

務
｣
､
小
寺
彰

｢
国
内
法
の

｢
域
外
適
用
｣

と
国
際
法
｣
'
牛
嶋
龍
之
介

｢
国
際
カ
ル
テ

ル
事
件
に
お
け
る
外
国
購
入
者
か
ら
の
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
と
独
禁
法
の
域
外
適
用
L
t

道
垣
内
正
人

｢
国
内
法
の
国
際
的
適
用
範

囲
｣
'
森
田
章
夫

｢
自
由
権
規
約
国
家
報
告

制
度
の
国
際
法
上
の
意
義
｣
'
武
村
二
三
夫

=
川
崎
真
陽

｢
国
際
人
権

(自
由
権
)
規
約

第
5
回
政
府
報
告
書
審
査
の
概
要
及
び
日
弁

連
の
活
動
｣
を
収
め
る
｡

｢
特
集
/
用
語
で
確
認

･
国
際
法
の

『
常

識

･
非
常
識
』
｣
(法
七
五
五

･
一
)
は
､
国

際
問
題
に
つ
い
て
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
用
語
に
つ
い
て
解
説
し
た
｡
森
川
幸

l

｢武
力
行
使
と
は
何
か
｣､
臼
杵
英

1
｢
国
家

と
は
何
か
｣
､
山
形
英
郎

｢
条
約
の
解
釈
と

は
何
か
L
t
西
村
弓

｢
｢
領
海
侵
犯
｣
と

は
｣
､
森
筆
意

｢
大
使
館
は

｢
治
外
法
権
｣

か
L
t
玉
田
大

｢
国
際
裁
判
所
の
判
決
は
ど

の
よ
う
な
効
力
を
も
つ
か
｣
な
ど
を
収
め

る
｡歴

史
的
観
点
か
ら
の
論
考
と
し
て
は
'
明

石
欽
司

｢
国
際
法
の
妥
当
範
囲
｣
(
国
際

一

〇
九

｡
一
)
は
､

〓
ハ
世
紀
以
降
の
国
際
法

理
論
に
お
い
て
'
国
際
法
が
地
理
的

･
事
項

的
に
ど
の
よ
う
な
妥
当
範
囲
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
て
き
た
か
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
こ

と
で
､
｢
国
際
法
の
完
全
性
｣

の
存
否
に
つ

い
て
論
じ
た
｡
西
海
真
樹
｢Le

d
ro
it
in
ter･

n
atio
n
at
m

oderne
et
te
Jap
on
:
son

attitu
d
e
6
Vo

tutive
de
)

858
a
t
94
5
｣

(新
報

二

六
二
二=
四
)
は
T
l
九
世

紀

半
ば
の
欧
米
列
強
と
の
不
平
等
条
約
の
締
結

か
ら

一
九
三
〇
年
代

･
四
〇
年
代
の
大
東
亜

国
際
法
論
ま
で
を
た
ど
る
こ
と
で
､
日
本
が

近
代
国
際
法
に
い
か
に
向
き
合
っ
て
き
た
か

を
歴
史
的
に
考
察
し
た
｡

条
約
法
に
つ
い
て
は
､
山
形
英
郎

｢
条
約

解
釈
目
的
と
条
約
解
釈
手
段
｣
(法
雑
五
六

｡
三
=
四
)
は
､
条
約
解
釈
に
関
す
る

｢
当

事
国
意
思
主
義
｣､
｢
文
言
主
義
｣､
｢
目
的
論

主
義
｣

と

｢
政
策
論
主
義
｣
と
こ

れ
ら
の
関

係
性
に

つ
い
て
'
条
約
解
釈
の
目
的
と
手
段

を
区
別
し
た
う
え
で
､
あ
ら
た
め
て
精
査
し

た
｡
山
形
に
は

｢
条
約
の
解
釈
と
は
何
か
｣

(法
七
五
五

･
l
)
お
よ
び

｢
国
際
司
法
裁

判
所
に
お
け
る
条
約
解
釈
手
段
の
展
開
｣

(
日
本
国
際
経
済
法
学
会
年
報

l
九
)
も
あ

る
｡
ま
た
､
長
谷
川
正
国

｢
フ
ィ
ツ
モ
ー
リ

ス
報
告
書
に
お
け
る
条
約
義
務
の
類
型
｣

(福
法
五
四

･
四
)
は
t
G
eratd
G
rey
F
itz･

m
auriceが
国
連
国
際
法
委
員
会
の
特
別
報
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告
者
と
し
て
提
出
し
た
条
約
法
に
関
す
る
報

告
書
を
条
約
義
務
の
類
型
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
し
､
同
報
告
書
は

｢
利
益
の
相
互
的
な

交
換
を
内
容
と
す
る
義
務
｣､
｢全
当
事
国
に

よ
る
同

1
義
務
の
l
様
か
つ
相
応
す
る
履
行

に
依
存
す
る
義
務
｣
と

｢絶
対
的
で

一
体
的

な
履
行
を
要
求
す
る

一
般
的
な
公
的
性
質
を

有
す
る
義
務
｣

の
三
つ
の
条
約
義
務
を
基
礎

に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
｡外

交
実
務
の
観
点
か
ら
は
､
鶴
岡
公
二

｢
外
務
省
と
国
際
法
｣

(

ジ

ュ
リ

二
二
八
七
)

が
､
国
際
法
優
位
説

に
立
っ
て
､
国
際
法
の

深
化
に
伴
い
法
主
体
が
多
様
化
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
う
え
で
､
国
家
に
よ
る
国
際

法
の
国
内
的
実
施
を
国
内
的
権
限
の
根
拠
を

与
え
る
も
の
と
国
際
約
束
の
実
施
の
法
的
基

盤
を
整
備
す
る
も
の
と
に
類
型
化
し
､
具
体

例
を
紹
介
し
た
｡
堀
之
内
秀
久

｢
日
中
領
事

協
定
｣

(

ジ
ュ
リ

l
四
〇
二
)
は
'
二
〇
〇

二
年
の

藩
陽
領
事
館
事
件
発
生
後
の
八
年
間

を
振
り
返
り
､
日
本
政
府
と
し
て
取
り
組
む

必
要
の
あ
っ
た
法
的
課
題
に
つ
い
て
論
じ
る

と
と
も
に
､
本
年
発
効
し
た
日
中
領
事
協
定

が
こ
れ
ら
の
課
題
を
い
か
に
克
服
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
.
小
松

l

郎

｢外
交
実
務
で

『国
際
法
を
使
う
』
と
い

う
こ
と
｣
(
新
報

一
一
六

二
二
=
四
)
は
'

国
際
法
を

｢
認
め
ら
れ
た
意
思
決
定
著
し
に

よ
る
意
思
決
定
の
継
続
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

動
態
的
に
捉
え
'
日
本
の
憲
法
体
系
下
で
､

こ
の
よ
う
な
意
思
決
定
は
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
る
の
か
､
ま
た
'
こ
の
よ
う
な
意
思
決
定

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
立
場
に
あ
る
国
際
法
担
当

者
の
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
論
じ
た
｡
小
松
に
は
'
同
論
文
の
補

足
と
し
て
'
国
際
裁
判
等
の
国
際
紛
争
処
理

制
度
を
活
用
し
た
紛
争
処
理
の
意
義
等
に
つ

い
て
述
べ
た

｢
紛
争
処
理
と
外
交
実
務
｣

(ジ
ュ
リ

二
二
八
七
)
も
あ
る
｡
折
田
正
樹

｢湾
岸
危
機

･
戦
争

(
一
九
九

〇
1
九

一
年
)

と
日
本
の
対
応
｣

(

同
)
は
､
湾
岸
危
機

･

戦
争
時
の
イ
ラ
ク

の
行
為
に
対
す
る
国
際
社

会
の
反
応
を
主
要
国
の
動
き
や
国
連
安
保
理

決
議
に
基
づ
い
て
整
理
し
､
国
際
法
上
の
評

価
を
行
う
と
と
も
に
'
日
本
政
府
の
対
応
に

つ
い
て
も
評
価
し
た
｡
ま
た
'
正
木
靖

｢
二

〇
〇
六
年
の
北
朝
鮮
関
連
国
連
決
議
を
め
ぐ

る
国
際
法
上
の
諸
問
題
｣
(同
)
は
､
二
〇

〇
六
年
の
北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
等

に
対
し
て
国
連
安
保
理
で
採
択
さ
れ
た
二
つ

の
決
議
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
諸
論
点
に
つ

い
て
'
国
連
安
保
理
決
議
の
法
的
拘
束
力
'

国
連
憲
章
第
七
葦
に
言
及
す
る
意
義
､
国
連

加
盟
国
に
求
め
ら
れ
た
輸
出
入
規
制
や
貨
物

検
査
等
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
た
｡

三

国

家

伝
統
的
な
論
点
を
現
代
的
に
再
検
討
す
る

動
き
が
み
ら
れ
た
｡
藤
滞
巌

｢
不
干
渉
原
則

に
お
け
る

ju
ri
sdictio
n

(com
p
e
tenc
e

)

概
念
の
意
味
｣
(
国
際

l
〇
八
二
二
)
は

､

客
観
法
と
主
観
法
を
対
略
さ
せ
る
形
で
学
説

を
比
較
検
討
し
'
国
内
管
轄
事
項
の
概
念
が

客
観
法
の
観
点
か
ら
導
入
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
'
そ
れ
が
今
日
の
国
際
法
学
説
に
お

い
て
混
同
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
｡
他
方

で
'
客
観
法
構
成
を
貫
徹
す
る
と
強
制
の
主

体
が
無
制
限
に
拡
散
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と

か
ら
'
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
意
識
的
に
客
観
法

構
成
を
主
観
法
構
成
で
補
完
さ
せ
た
と
再
解

釈
で
き
る
と
し
た
｡

樺
井
利
江

｢
コ
ソ
ボ
分
離
に
関
す
る
国
際

法

川
榔完
L
(
同
法
六
二

二

一-
≡
)
は
､

非
植
民
地
化
以
外
の
状
況
で
の
自
決
権
の
意

味
を
問
い
直
す
作
業
の
一
環
と
し
て
分
離
権

に
注
目
し
た
｡
救
済
的
分
離
が
認
め
ら
れ
る

条
件
に
つ
い
て
､
コ
ソ
ボ
独
立
の
事
例
に
お

け
る
国
際
司
法
裁
判
所
勧
告
的
意
見
お
よ
び

諸
国
家
の
見
解
の
内
容
を
分
析
し
､
救
済
的

分
離
を
め
ぐ
っ
て
､
領
土
保
全
原
則
の
適
用

範
囲
'
｢
人
民
｣

の
定
義
､
独
立
宣
言
に
対

す
る
国
際
法
的

規
律
'
国
家
承
認
の
要
件
､

安
保
理
決
議
の
解
釈
等
が
争
点
と
な
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
､
検
討
を
加
え
た
｡
穫
井

｢
国
際
法
に
お
け
る
分
離
独
立
｣
(同
法
六

一

･
三
)
も
出
た
｡
ま
た
､
楼
井

｢冷
戦
後
の

自
決
権
の
展
開
｣
(
同
法
六

l
二
ハ
)
は
'

冷
戦
後
の
政
府
と

l
部
集
団
の
間
の
和
平
合

意
に
お
い
て
､
自
決
権
の
一
種
と
し
て
分
離

権
が
承
認
さ
れ
る
実
行
が
あ
る
こ
と
を
実
証

的
に
明
ら
か
に
し
た
｡

小
寺
智
史

｢国
家
平
等
原
則
の
概
念
枠
組

み
｣

(

新
報

二

六

二
二
-
四
)
は
､
平
等

観
の

多
様
化
に
伴
っ
て
日
本
の
国
際
法
学
界

に
お
け
る
国
家
平
等
原
則
の
理
解
に
混
乱
が

あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
'
新
た
な
概
念
枠

組
み
構
築
の
た
め
の
方
向
性
を
示
し
た
｡

法律時事R82巻13号- 244

四

領
域

(陸

｡
海

｡
空

｡
宇
宙
)

領
域
論
に
つ
い
て
は
､
許
淑
娼

｢領
域
権

原
論
再
考

川
～㈲
完
｣
(
国
家

二

一
二

･
一

=

二
-
一
一
-

一
二
)
が
完
結
し
た
o
許

は
､
領
域
権
原
の
多
義
性
と
多
面
性
を
確
認

し
た
う
え
で
､
領
域
権
原
の
成
立
態
様
に
着

目
し
な
が
ら
､
領
域
権
原
を
支
え
る
基
盤
､

さ
ら
に
は
領
域
権
原
の
確
認
と
い
う
局
面
の

多
層
性
と
相
互
作
用
を
視
野
に
い
れ
て
'
領

域
権
原
論
の
変
遷
を
跡
付
け
た
｡
そ
の
際

に
'
領
域
規
律
を
め
ぐ
る

｢実
効
性
L
の
意



義
を
捉
え
な
お
す
た
め
に
'
領
域
権
原
を
支

え
る
基
盤
を
､
現
実
の
領
域
支
配
で
あ
る

｢
権
原
の
物
的
基
盤
｣

と
基
盤
で
あ
り
な
が

ら
も
そ
れ
自
身
正
当

化
の
文
脈
を
含
む

｢
権

原
の
正
当
化
基
盤
｣
の
二
つ
に
区
分
し
､
こ

れ
ら
を
用
い
て
現
代
に
お
け
る
領
域
権
原
概

念
の
意
義
と
機
能
の
再
構
成
を
行

っ
た
｡

海
洋
法
に
つ
い
て
は
'
中
谷
和
弘

｢
海
賊

行
為
の
処
罰
及
び
海
賊
行
為

へ
の
対
処
に
関

す
る
法
律
｣
(ジ

ュ
リ

二
二
八
五
)
は
､
同

法
の
内
容
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
'

同
法
の
制
定
意
義
'
同
法
に
お
け
る
海
賊
行

為
の
定
義
'
同
法
に
も
と
づ
-
武
器
の
使

用
､
海
賊
行
為
者
に
対
す
る
司
法
警
察
権
限

の
行
使
等
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
｡
森

川
辛

l
｢
武
力
行
使
と
は
何
か
｣
(法
七
六

六

l
)
は
'
海
上
に
お
け
る

｢
武
力
の
行

使
｣
と
海
上
警
察
活
動
に
伴
う

｢
実
力
の
行

使
｣
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
つ
い
て
整
理

し
､
両
者
を
区
別
す
る
基
準
を
国
の
権
限
行

使
が
国
内
法
令
の
執
行
と
し
て
の
性
質
を
有

す
る
も
の
に
と
ど
ま
る
か
否
か
に
求
め
た
｡

西
村
弓

｢｢領
海
侵
犯
｣
と
は
｣
(法
七
六
六

一
)
は
'
外
国
船
舶
は
他
国
の
領
海
に
お
い

て
無
害
通
航
権
を
有
す
る
こ
と
か
ら
､
外
国

軍
艦
に
よ
る
他
国
の
領
海
内
の
航
行
で
あ
っ

て
も
､
領
域
国
の
同
意
な
き
飛
行
の
禁
止
を

前
按
と
す
る

｢
領
空
侵
犯
｣
と
同
視
し
て

｢
領
海
侵
犯
｣
と
表
現
す
る
の
は
適
切
で
は

な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
下
山
憲
二

｢南
シ

ナ
海
に
お
け
る
米
国
海
洋
調
査
船
に
対
す
る

妨
害
事
件
｣
(防
衛
法
研
究
三
三
)
は
'
二

〇
〇
九
年
に
南
シ
ナ
海
の
中
国
の
排
他
的
経

済

水
域
内
で
発
生
し
た
､
米
海
軍
所
属
海
洋

調
査
船
イ
ン
ペ
ッ
カ
ブ
ル
号
が
五
隻
の
中
国

船
に
包
囲
さ
れ
調
査
を
妨
害
さ
れ
た
事
件
を

紹
介
し
た
う
え
で
､
排
他
的
経
済
水
域
に
お

け
る
沿
岸
国
の
同
意
を
得
て
い
な
い
海
洋
調

査
活
動
に
対
し
て
沿
岸
国
が
採
り
得
る
措
置

に
つ
い
て
検
討
し
た
｡

栗
林
忠
男
=
杉
原
高
嶺
編

『
日
本
に
お
け

る
海
洋
法
の
主
要
課
題
』
(有
信
堂
高
文
社
)

は
､
日
本
に
か
か
わ
る
海
洋
法
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
検
討
し
た
｡
薬
師
寺
公
夫

｢船
舶

の
国
籍
と
旗
国
の
国
際
請
求
権
｣
'
浅
田
正

彦

｢
九
州
南
西
海
域
不
審
船
事
件
と
日
本
の

対
応
｣
､
深
町
公
信

｢
国
際
海
峡
に
お
け
る

沿
岸
国
と
利
用
国
と
の
協
力
｣
､
鶴
田
順

｢
改
正
s
U
A
条
約
と
そ
の
日
本
に
お
け
る

実
施
L
t
三
好
正
弘

｢
排
他
的
経
済
水
域
に

お
け
る
調
査
活
動
｣
､
古
賀
衛

｢
日
本
周
辺

の
海
洋
境
界
画
定
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問

題
｣
､
栗
林
忠
男
-
加
々
美
康
彦

｢
海
洋
法

に
お
け
る

｢
島
の
制
度
｣
再
考
｣
､
坂
元
茂

樹

｢
公
海
漁
業
の
規
制
と
日
本
の
対
応
｣
'

森
川
俊
孝

｢
船
舶
事
故
に
よ
る
海
洋
汚
染
の

防
止
と
日
本
L
t
水
上
千
之

｢
捕
鯨
問
題
と

日
本
｣

を
収
め
る
o

海
洋

法
に
つ
い
て
は
､
日
本
海
事
セ
ン
タ

ー
編

『
海
洋
法
と
船
舶

の
通
航

(
改
訂

版
)
』
(成
山
堂
書
店
)
､
島
田
征
矢
=

林
司

宣
編

『
国
際
海
洋
法
』
(有
信
堂
高
文
社
)

も
出
た
｡

空
法
に
つ
い
て
は
､
坂
本
ま
ゆ
み

｢
空
に

お
け
る
警
備
行
動
概
念
の
再
考
｣
(新
報

一

l
六

･
三
-
四
)
は
､
空
に
お
け
る
警
備
行

動
の
最
近
の
動
向
と
し
て
､
航
空
機
を
用
い

た
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
処
と
大
量
破
壊
兵
器

等
の

｢
拡
散
に
対
す
る
安
全
保
障
構
想
｣

(
P
S
I
)
に
お
け
る
航
空
阻
止
の
二
つ
を

取
り
上
げ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
現
行
法
に
基
づ
く

対
処
の
可
能
性
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
｡

宇
宙
法
に
つ
い
て
は
､
松
掛
暢

｢宇
宙
活

動
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
多
様
化
と
国
家
責

任
｣

(法
維
五
六

二
二
=
四
)
は
､
宇
宙
開

発
利

用
に
関
与
す
る
活
動
主
体
や
利
用
形
態

が
多
様
化
し
た
こ
と
を
受
け
て
生
じ
て
い
る

法
的
課
題
に
つ
い
て
､
宇
宙
条
約
に
お
け
る

｢
自
国
の
活
動
｣
､
｢
関
係
当
事
国
｣
と
賠
償

責
任
に
焦
点
を

あ
て
て
検
討
し
た
｡

五

人

権

人
権
条
約
の
機
能
に
つ
い
て
､
岩
沢
雄
司

｢
自
由
権
規
約
委
員
会
の
規
約
解
釈
の
法
的

意
義
｣

(

世
界
法
年
報
二
九
)
は
､
自
由
権

規
約
委

員
会
に
よ
る
同
規
約
解
釈
の
国
内
裁

判
所
に
お
け
る
法
的
位
置
づ
け
を
検
討
し
'

規
約
の
有
権
解
釈
で
あ
る
こ
と
､
実
行
の
蓄

積
に
よ
り
事
後
の
慣
行
に
な
り
う
る
こ
と
､

当
事
国
の
反
論
が
な
け
れ
ば
解
釈
の
補
足
的

手
段
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
｡
そ
の
う

え
で
､
自
由
権
規
約
委
員
会
の
解
釈
を
有
権

的
決
定
と
す
る
二
〇
〇
八
年
の
一
般
的
意
見

三
三
の
位
置
づ
け
に

つ
い
て
'
国
連
総
会
が

通
例
と
異
な
る
扱
い
を
し
た
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
と
指
摘
し
た
｡
他
に
､
国
際
人
権
法
の

普
遍
化
･憲
法
化
に
関
す
る
薬
師
寺
公
夫
｢
国

際
人
権
法
の
現
代
的
意
義
｣

(

世
界
法
年
報

二
九
)
､
薬
師
寺

｢
日
本
に
お

け

る
人
権
条
約

の
解
釈
適
用
｣
(ジ
ュ
リ

一
三
八
七
)
､
国
際

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
整
理
し
た
森
田

章
夫

｢自
由
権
規
約
国
家
報
告
制
度
の
国
際

法
上
の
意
義
｣
(自
正
六

l
･
五
)
も
出
た
O

新
た
な
国
際
制
度
に
対
す
る
関
心
も
高
か

っ
た
｡
ま
ず
､
個
人
通
報
制
度
を
設
け
る
べ

-
二
〇
〇
八
年
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
採
択
さ
れ

た
社
会
権
規
約
選
択
議
定
書

へ
の
反
応
が
あ

っ
た
｡
申
悪
手

『
人
権
条
約
の
現
代
的
展

開
』
(信
山
社
)
第
七
章
は
､
社
会
権
規
約

の
国
際
実
施
制
度
を
概
観
し
た
｡
武
藤
達
夫

｢
社
会
権
規
約
選
択
議
定
書
の
採
択
経
緯
に

つ
い
て
｣

(

関
東
学
院

一
九

･
三
)
は
､
同

議
定
書
採

択
ま
で
の
二
〇
年
に
わ
た
る
議
論

の
流
れ
を
丹
念
に
た
ど

っ
た

O
社
会
権
規
約

委
員
会
の
法
的
地
位
が
不
明
確
で
あ
る
等
の

課
題
も
あ
る
も
の
の
'
同
議
定
書
が
繊
細
な

バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
立
し
た
と
評
価
し
た
｡

渡
辺
豊

｢
社
会
権
規
約
選
択
議
定
書
の
採
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択
｣

(

新
潟
四
二
二
二
-
四
)
は
､
社
会
権

規
約

選

択
議
定
書
の
起
草
過
程
で
の
論
点
に

検
討
を
加
え
､
未
導
入
の
制
度
が
あ
る
こ

と
､
国
家
の
政
策
判
断
の

｢
合
理
性
｣
要
件

の
解
釈
や
差
別
禁
止
原
則
の
適
用
基
準
が
不

確
定
な
こ
と
等
を
課
題
と
し
て
指
摘
し
た
｡

ま
た
'
国
連
人
権
理
事
会
に
つ
い
て
は
､
戸

塚
悦
朗

『
国
連
人
権
理
事
会
』
(
日
本
評
論

礼
)
､
坂
元
茂
樹

｢
国
連
人
権
理
事
会
諮
問

委
員
会
の
発
足
と
そ
の
課
題
｣
(国
際
人
権

二
〇
)
が
出
た
｡
そ
の
他
､
前
田
直
子

｢欧

州
人
権
条
約
に
お
け
る
第
十
四
b
-
S
議
定

書
の
採
択
｣
(神
戸
大
学
国
際
協
力
論
集

一

七

二
二
)
は
､
欧
州
人
権
条
約
第

一
四
議
定

書
の
主
要
規
定
を
暫
定
適
用
す
る
方
法
が
並

立
す
る
こ
と
の
法
的
効
果
を
分
析
し
た
｡

人
権
保
障
に
お
け
る
私
企
業
の
責
任
に
つ

い
て
は
､
再
検
討
の
動
き
が
あ
る
｡
｢
特
集

/
国
際
人
権
法
の
国
内
実
施
の
現
在
｣

(
国

際
人
権
二
〇
)
で
は
､
村
上
正
直

｢私

人

｡

私
企
業
に
よ
る
差
別

の
撤
廃
を
め
ぐ

っ

て
｣
へ
浅
倉
む
つ
子

｢
雇
用
に
お
け
る
性
差

別
撤
廃
の
課
題
｣
の
ほ
か
'
国
際
人
権
規
範

の
私
人
間
適
用
に
関
す
る
学
際
的
な
分
析
が

な
さ
れ
た
｡
他
に
､
菅
原
絵
美

｢
｢
企
業
の

人
権
保
障
義
務
｣
と
そ
の
実
現
｣

(

国
際
公

共
政
策
研
究

一
四
二

l)
も
出
た

｡

ま
た
､女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
つ
い
て
は
､

山
下
泰
子

『
女
性
差
別
撤
廃
条
約
と
日
本
』

(尚
学
社
)
'
国
際
女
性
の
地
位
協
会
編

『
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
女
性
差
別
撤
廃
条
約
』

(

演

学
社
)
が
'ま
た
'障
害
者
権
利
条
約
に

つ
い

て
は
､
松
井
亮
輔
=
川
島
聡
編

『
概
説

障

害
者
権
利
条
約
』
(
法
律
文
化
社
)
が
出
た
｡

六

国
家
責
任

国
家
責
任
に
つ
い
て
'
岩
月
直
樹

｢
現
代

国
際
法
上
の
対
抗
措
置
制
度
に
お
け
る
均
衡

性
原
則
｣

(

立
教
七
八
)
は
､
国
際
判
例
の

検
討
を
ふ

ま
え
､
対
抗
措
置
の
均
衡
性
を
め

ぐ
っ
て
相
当
性

｡
合
目
的
性

･
総
合
評
価
に

よ
る
判
断
が
多
元
的
に
併
存
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
､
こ
れ
ら
の
判
断

基
準
が
単
独
で
あ
る
い
は
加
重
的
に
適
用
さ

れ
る
か
ほ
'
個
々
の
紛
争
の
平
和
的
処
理
の

過
程
に
依
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡

植
木
俊
哉

｢
国
連
国
際
法
委
員
会
に
よ
る

｢
国
際
組
織
の
責
任
｣
に
関
す
る
条
文
草
案

の
批
判
的
考
察
｣
(法
学
七
三

二
ハ
)
は
､

国
際
組
織
責
任
条
文
草
案
の
起
草
過
程
を
素

材
と
し
て
'
国
連
国
際
法
委
員
会
の
法
定
立

機
能
の
特
徴
と
変
化
を
分
析
し
た
｡
ま
ず
､

国
家
と
異
な
り
国
際
組
織
は
概
念
上
均
質
的

で
は
な
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
'

国
家
責
任
条
文
と
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
を
追
求

す
る
場
合
で
も
調
整
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘

し
た
｡
そ
の
う
え
で
'
｢
加
盟
国
の
責
任
｣
､

｢
組
織
の
規
則
｣

及
び

｢
違
法
性
阻
却
事
由

｣

(国
際
組
織
に
違
法
行
為
が
可
能
か
､
自
衛

権
を
有
す
る
か
等
)
等
の
固
有
の
論
点
に
つ

い
て
検
討
し
､
課
題
を
指
摘
し
た
｡

七

紛
争
の
平
和
的
解
決

国
際
裁
判
に
関
し
て
'
酒
井
啓
亘

｢
国
際

司
法
裁
判
所
仮
保
全
命
令
の
機
能

印
刷完
｣

(論
叢

一
六
三

二
二
､

一
六
五

･

一)
は
､

従
来
は
手
続
的
側
面
か
ら
当
事
者
の
権
利
保

全
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
仮
保
全
措
置

を
､
最
近
の
国
際
司
法
裁
判
所
は
実
体
的
側

面
か
ら
紛
争
管
理
の
手
段
と
し
て
用
い
る
傾

向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
仮
保
全

措
置
命
令
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
た
こ
と

で
'
今
後
は
運
用
が
厳
格
化
す
る

一
方
で
､

勧
告
が
代
替
的
機
能
を
果
た
し
う
る
と
指
摘

し
た
｡
ま
た
'
仮
保
全
措
置
の
両
義
的
利
用

に
あ
た
っ
て
は
'
国
際
司
法
裁
判
所
の
司
法

機
関
と
し
て
の
機
能
と
調
停
者
と
し
て
の
機

能
の
両
立
が
課
題
と
な
る
と
指
摘
し
た
｡
ま

た
､
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
し

て
'
玉
田
大

｢国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る

塀
庇
治
癒
原
則
｣

(

岡
山
大
学
法
学
会
編

『
法
学
と
政
治
学
の

新
た
な
る
展
開
』
有
斐

閣
所
収
)
は
､
方
式
厳
格
性
と
具
体
的
妥
当

性
を
対
峠
さ
せ
つ
つ
'
再
提
訴
が
容
易

･
簡

便
な
塀
庇
は
判
決
時
ま
で
に
治
癒
す
れ
ば
､

訴
訟
経
済
等
の
観
点
か
ら
管
轄
権
が
認
め
ら

れ
る
と
判
例
を
整
理
し
っ
つ
､
最
近
は
混
乱

が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
､
萌
庇
治
癒
原
則
と

ノ
ツ
テ
ボ
ー
ム
原
則
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
国
際
司
法
裁
判
所
は
管
轄
権
を
拡
張
し
て

い
る
と
指
摘
し
た
｡
石
塚
智
佐

｢
ボ
ゴ
タ
規

約
に
も
と
づ
-
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄

権
｣(
一
橋
法
学
九

二

一)
は
､
O
A
S
枠
内

の
裁
判
条
約
が
採
択
か
ら
半
世
紀
後
に
国
際

司
法
裁
判
所
で
援
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

背
景
を
探
っ
た
｡
証
拠
法
に
関
し
て
､
内
ケ

崎
善
英

｢
I
C
l
の
事
実
認
定
と
第
三
者
機

関
｣
(新
報

二

六

二
二
-
四
)
は
､
証
拠

の
遍
在
が
も
た
ら
す
事
実
認
定
の
困
難
に
対

し
て
国
際
司
法
裁
判
所
が
証
明
基
準
を
柔
軟

に
用
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
中

島
啓

｢
国
際
裁
判
に
お
け
る
推
定
の
法
構

造
｣
(国
際

一
〇
八

二
二
)
は
'
事
実
認
定

に
お
い
て

｢
推
定
｣
を
行
う
こ
と
の
法
的
性

質
を
分
析
し
た
｡

ま
た
､
国
際
裁
判
所
研
究
会

｢国
際
裁
判

所
と
国
内
裁
判
所

用-
刷完

｣

(

上
法
五
三

･
二
～
四
)
は
､

国際
法
規
範

や
国
際
裁
判

所
の
普
及

･
拡
大
が
国
際
裁
判
所
と
国
内
裁

判
所
の
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す

か
に
注
目
し
た
｡
伝
統
的
な
国
内
救
済
完
了

原
則
が
作
用
す
る
場
合
や
独
自
の
制
度
的
連

関
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
限
ら
ず
､
裁
判
所

間
に
実
質
的
な
相
互
連
関
が
み
ら
れ
る
と
指

摘
し
た
｡
さ
ら
に
､
国
際
裁
判
所
が
国
際
制

度
の
国
内
的
な
実
効
性
の
向
上
を
意
識
し
て
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判
断
す
る
よ
う
に
な
る
の
に
対
応
し
て
､
国

内
裁
判
所
も
国
際
裁
判
所
の
解
釈
に
合
致
し

た
判
断
を
下
す
傾
向
が
あ
る
と
概
観
し
た
｡

八

国
際
刑
事
法

国
際
法
上
の
重
大
な
犯
罪
を
主
導
し
た
国

家
元
首
や
政
府
高
官
等
の
処
罰
を
扱

っ
た
論

考
と
し
て
､
稲
角
光
恵

｢
国
家
元
首
や
高
官

の
刑
事
手
続
か
ら
の
免
除
と
公
的
資
格
無
関

係
の
原
則
と
の
相
克
｣

(

金
沢
五
二

･
l
)

は
'
国
際
法
上
の
重
大

な
犯
罪
を
主
導
し
た

国
家
元
首
や
政
府
高
官
等
の
処
罰
が
国
際
社

会
の
利
益
で
あ
る
と
し
て
発
展
し
て
き
た
国

際
法
規
則

(
公
的
資
格
無
関
係
の
原
則
)
と

国
家
元
首
等
の
免
除
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な

国
際
法
規
則
の
間
の
抵
触
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
'
国
際
司
法
裁
判
所
の
逮
捕
状
事
件

判
決
の
検
討
を
通
じ
て
'
政
府
高
官
の
外
国

の
刑
事
裁
判
管
轄
権
か
ら
の
免
除
享
受
の
可

否
を
判
断
す
る
際
の
諸
条
件
を
整
理
し
､
こ

れ
を
批
判
的
に
検
討
し
た
｡
竹
村
仁
美

｢
オ

マ
ー
ル
｡
ハ
サ
ン
･
ア
フ
マ
ド

･
ア
ル
･
バ

シ
ー
ル
に
対
す
る
検
察
官
の
逮
捕
状
請
求
に

関
す
る
決
定
｣

(九
国

一
六

二
二
)
は
'
国

際
刑
事
裁
判
所

予

審
裁
判
部
Ⅰ
に
よ
る
現
職

の
ス
ー
ダ

ン
大
統
領
ア
ル
｡
バ
シ
ー
ル
に
対

す
る
逮
捕
状
の
発
布
を
可
と
す
る
決
定
を
詳

細
に
紹
介
し
､
同
決
定
に
ま
つ
わ
る
法
的
論

点
を
包
括
的
に
検
討
し
た
｡
ま
た
､
望
月
康

恵

｢
国
際
的
な
司
法
介
入
の
課
題
｣
(関
学

六

〇
二

一)
は
'
二
〇
〇
六
年
に
設
立
さ
れ

た
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別

裁
判
部
の
設
立
過
程
を

概
観
し
､
そ
の
組
織
の
あ
り
方
や
機
能
を
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
政
治
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て

捉
え
'
国
際
的
な
司
法
介
入
の
意
義
と
課
題

を
明
ら
か
に
し
た
｡

ま
た
'
二
〇
〇
七
年
に
日
本
が
国
際
刑
事

裁
判
所
の
加

盟
国
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
た

論
考
と
し
て
､
妻
木
仲
之

｢
｢
国
際
刑
事
裁

判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
｣
に

お
け
る

｢
重
大
犯
罪
｣

に
関
す
る
特
別
な
取

扱
い
L
(新
報

一
一
六

二
二
-
四
)
は
'
同

法
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
､
同
法
に

お
け
る

｢
重
大
犯
罪
｣
に
関
す
る
特
別
な
取

扱
い
を
､
国
際
刑
事
裁
判
所

へ
の
犯
罪
人
引

渡
し
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
し
た
｡
ま
た
'

山
上
信
吾

｢
国
際
刑
事
裁
判
所

へ
の
我
が
国

の
加
盟
と
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
の

進
展
｣

(

新
報

二

六

二
二
-

四
)
は
､
極

東
軍
事

裁
判
所
条
例
と
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ

ー
マ
規
程
を
裁
判
所
の
構
成

(裁
判
官

･
検

察
官
)
'
適
用
法
､
捜
査

･
公
判
の
手
続
等

に
焦
点
を
あ
て
て
比
較
検
討
し
､
極
東
軍
事

裁
判
所
条
例
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た

様
々
な
問
題
点
が
､
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー

マ
規
程
に
お
い
て
い
か
に
是
正
さ
れ
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
し
た
｡

九

国
際
機
構

山
田
哲
也

『国
連
が
創
る
秩
序
』
(
東
京

大
学
出
版
会
)
は
､
国
連
が
秩
序
を
創
る
こ

と
の
正
統
性
を
問
い
直
そ
う
と
し
た
｡
暫
定

統
治
等
の
国
連
の
領
域
管
理
が
､
い
か
な
る

法
的
根
拠

･
手
続
に
基
づ
い
て
､
い
か
な
る

国
内
秩
序
を
再
建
し
ょ
う
と
し
て
い
る
か
を

検
討
し
た
う
え
で
､
そ
の
よ
う
な
国
内
秩
序

と
国
連
が
企
図
す
る
国
際
秩
序
と
の
間
の
相

互
関
係
を
批
判
的
に
考
察
し
た
｡
さ
ら
に
､

自
決
権
を
制
約
す
る

〓
定
の
基
準
が
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
､
そ
の
形
成
過
程
で

主
要
な
役
割
を
果
た
す
安
保
理
の
権
力
性
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
問
題
提
起
し
た
｡
雨
野

統

｢
｢
国
際
機
構

の

『
業
務
法
』
｣
の
可
能

性
｣

(

新
報

一
一
六

二
二
-
四
)
は
､
暫
定

統
治

機
構
が
展
開
す
る
現
場
で
機
能
す
る
多

様
な
法
に
機
能
面
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と

で
'
国
際
機
構
の
法
構
造
に
つ
い
て
従
来
の

｢
内
部
関
係
｣
と

｢
外
部
関
係
｣
の
区
分
に

加
え
て
国
際
機
構
が
実
際
に
展
開
す
る
現
場

を

｢
第
三
の
フ
ィ
ー
ル
ド
｣

と
し
て
並
立
さ

せ
､
よ
り
包
括
的
に
把
握
す

る
分
析
枠
組
み

を
提
示
し
た
｡
国
連
安
保
理
に
つ
い
て
､
加

藤
陽

｢
国
際
機
構
の
法
的
拘
束
力
を
有
す
る

決
定
に
よ
る
政
治
的
紛
争
の
解
決

印
刷完

｣

(論
叢

l
六
五

二

一､
五
)
は
､
冷
戦
後
の

安
保
理
が
政
治
的
紛
争
に
対
し
て
法
的
拘
束

力
を
有
す
る
決
定
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
に
注
目
し
､
紛
争
処
理
の
法
制
度
の
発
展

の
契
機
で
あ
る
と
指
摘
し
た
｡
瀬
岡
直

｢
国

連
集
団
安
全
保
障
体
制
に
お
け
る
拒
否
権
の

意
義
と
限
界
1

-
｢
平
和
の
た
め
の
結
集
｣

決
議
の
起
草
過
程
を
素
材
と
し
て
｣

(

同
法

六

一
･
七
)
が
､
｢
平
和
の
た
め
の

結
集
｣

決
議
の
起
草
過
程
に
お
け
る
安
全
保
障
理
事

会
と
総
会
の
権
限
関
係
に
関
す
る
議
論
に
注

目
し
て
'
拒
否
権
の
制
約
要
因
を
検
討
し

た
.
松
田
竹
男

｢
安
保
理
の
暴
走

-
印
庸

完
｣

(

法
雑
五
六

･
l
-
二
)
も
､

近年
の

実
行

を

批
判
的
に
検
討
し
､
問
題
提
起
を
行

っ
た
｡

黒
神
直
紀

｢
国
連
行
政
裁
判
所
の
改
革
に

つ
い
て
｣

(

前
出

『
法
学
と
政
治
学
の
新
た

な
る
展
開

』
所
収
)
は
､
国
連
行
政
裁
判
所

の
司
法
審
査
制
度
の
拡
充
が
国
連
職
員
の
身

分
保
障
制
度
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
察
し
た
｡

既
存
制
度
の
機
能
不
全
を
動
機
と
し
て
発
足

し
た
新
た
な
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
所
制
度
と

二
審
制
裁
判
所
制
度
を
概
観
し
た
う
え
で
'

そ
の
課
題
と
し
て
人
的
管
轄
の
範
囲
の
不
明

確
性
と
制
度
運
営
に
か
か
る
技
術
的
な
問
題

点
と
を
指
摘
し
た
｡

[
○

軍
縮

･
軍
備
管
理

･

国
際
人
道
法

｡
武
力
紛
争
法
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軍
縮

･
軍
備
管
理
の
分
野
で
は
'
阿
部
達

也

｢軍
備
管
理
法
の
実
効
性
の
確
保
に
お
け

る
国
家
の
役
割

印-
㈱完
｣
(論
叢

一
六
三

｡
四
㌧

一
六
五

･四
､l
六
六

二

一)
が
完

結
し
た
｡
阿
部
は
､
国
内
実
施
義
務
の
履
行

を
軍
備
管
理
法
の
実
効
性
確
保
と
い
う
観
点

か
ら
取
り
上
げ
'
｢
違
反

･
責
任

･
救
済
｣

と
い
う
伝
統
的
な
法
過
程
を
補
完
ま
た
代
替

す
る

｢
実
施

･
遵
守

･
是
正
｣
と
い
う
現
代

的
な
法
過
程
を
実
証
的
に
分
析
し
､
国
際
法

が
国
家
に
対
し
て
い
か
な
る
役
割
を
求
め
て

い
る
か
を
検
討
し
た
｡
検
討
の
結
果
と
し

て
､
国
家
に
は
'
①
国
際
社
会
か
ら
の
要
求

を
国
内
社
会
に
お
い
て
実
現
す
る
と
い
う
統

治
機
構
と
し
て
の
役
割
'
②
国
内
社
会
に
お

け
る
実
施
状
況
を
国
際
社
会
に
対
し
て
説
明

す
る
責
任
を
果
た
す
役
割
'
③
討
議
の
場
と

し
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
て
国
際
的
な

合
意
の
形
成
と
そ
の
実
施
に
関
与
す
る
と
い

う
役
割
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結

論
し
､
こ
れ
ら
三
つ
の
役
割
は

｢
国
家
の
三

重
の
役
割
｣
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と

し
た
｡
西
谷
斉

｢
｢
制
度
形
成
型
｣
有
志
連

合
の
国
際
法
上
の
機
能
と
限
界
｣

(新
報

一

一
六

二
二
=
四
)
は
'
対
人
地
雷

禁
止
条
約

の
定
立
に
つ
い
て
の

｢
オ
タ
ワ
プ
ロ
セ
ス
｣

と
大
量
破
壊
兵
器
等
の
拡
散
を
阻
止
す
る
た

め
に
授
唱
さ
れ
た

｢拡
散
に
対
す
る
安
全
保

障
構
想
｣
(P
S
I
)
を
比
較
検
討
す
る
こ

と
で
､
こ
れ
ら
二
つ
の
制
度
形
成
に
お
け
る

｢
有
志
連
合
方
式
｣
が
国
際
法
の
定
立
に
お

い
て
有
す
る
意
義
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
し

た
｡国

際
人
道
法
の
分
野
で
は
､
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
お
け
る
国
際
人
道
法
上
の
原
則
や

規
則
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
論

考
が
多
数
物
さ
れ
た
｡
田
村
恵
理
子

｢
非
国

際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
人
道
法
と
人
権
法

の
関
係
｣
(国
際

一
〇
九

｡
l
)
は
､
国
際

人
道
法
と
国
際
人
権
法
の
関
係
の
主
流
の
捉

え
方
で
あ
る

｢
補
完
説
｣
が
最
も
妥
当
す
る

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
構
造
を

｢
垂
直
関

係
｣

と

｢
水
平
関
係
｣
に
区
分
し
た
う
え

で
､

前
者
に
つ
い
て
は
人
権
法
に
補
完
さ
れ

て
内
容
の
拡
充
が
図
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
も

の
の
､
後
者
に
つ
い
て
は
人
権
法
に
よ
る
補

完
が
酸
味
あ
る
い
は
制
約
的
で
あ
る
と
指
摘

し
､
後
者
に
お
け
る

｢
致
命
的
な
力
｣
の
行

使
の
局
面
に
お
け
る
人
道
法
と
人
権
法
の
関

係
を
精
査
し
た
｡
そ
の

｢
致
命
的
な
カ
｣

に

着
目
す
る
論
考
と
し
て
'
樋
口
一
彦

｢非

国

際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
国
際
人
権
法
上
の

生
命
権
｣
(琉
法
八
二
)
は
､

1
九
九
九
年

か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
の

｢第
二
次
チ

ェ
チ
ェ
ン
紛
争
｣
中
に
発
生
し
た
事
件
に
つ

い
て
の
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
る
二
つ
の
判

決
の
検
討
を
ふ
ま
え
､
国
際
人
道
法
と
国
際

人
権
法
の
本
質
的
な
違
い
を

｢
致
命
的
な

力
｣
を
行
使
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
対
称
性

の
有
無

(前
者
で
は
対
称
性
を
欠
-
の
に
対

し
て
後
者
は
対
称
性
を
有
す
る
と
す
る
)
に

求
め
た
｡
尋
木
真
也

｢
非
国
際
的
武
力
紛
争

に
お
け
る
戦
時
復
仇
の
存
立
基
盤
｣

(早
研

二
二
二
)
は
､
非
国
際
的
武
力
紛
争

に
お
け

る
戦
時
復
仇
の
妥
当
性
に
つ
い
て
'
国
際
人

道
法
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
軍
事
的
必
要
性

と
戦
時
復
仇
の
基
盤
で
あ
る
相
互
主
義
と
の

関
連
に
お
い
て
検
討
し
'
非
国
際
的
武
力
紛

争
に
お
い
て
も
戦
時
復
仇
を

一
般
的
に
妥
当

さ
せ
る
た
め
に
は
､
政
府
と
敵
対
武
装
集
団

と
の
問
に
勢
力
の
不
均
衡
が
あ
る
場
合
で
も

相
互
主
義
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う
根
本
的

な
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
ん

だ
｡
ま
た
､
尋
木

｢
慣
習
国
際
人
道
法
に
お

け
る
敵
対
武
装
集
団
の
位
置
づ
け
｣
(早
研

1
三
四
)
は
'
国
際
人
道
法
に
お
け
る
敵
対

武
装
集
団
の
位
置
づ
け
の
歴
史
的
変
遷
を
整

理
し
た
う
え
で
'
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
刑
事
裁
判

所
の
戦
時
復
仇
に
つ
い
て
の
判
決
を
検
討

し
'
そ
こ
で
の
国
際
慣
習
法
の
認
定
と
適
用

に
つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
､
国
際
慣
習

法
上
の
国
際
人
道
法
の
形
成

･
適
用
に
お
け

る
敵
対
武
装
集
団
の
位
置
づ
け
を
見
直
す
必

要
が
あ
る
と
結
ん
だ
｡

和
仁
健
太
郎

『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的

性
格
』
(東
京
大
学
出
版
会
)
は
'
国
家
実

行
お
よ
び
学
説
の
実
証
的
検
討
を
通
し
て
､

｢戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
権
利
｣

を
法
的

に
保
護
す
る
制
度
と
し
て
伝
統
的
な

中
立
制

度
を
再
定
位
し
た
う
え
で
､
い
わ
ゆ
る

｢
中

立
義
務
｣
は
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
を

望
む
国
が
満
た
す
必
要
の
あ
る

｢
条
件
｣
で

あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡

一
一

教
科
書

｡
判
例
集

｡
条
約
集

な
ど

横
田
洋
三
編

『
国
際
社
会
と
法
』

(
有
斐

閣
)
､
村
瀬
信
也
編

『
地
球
的
課
題

と
法
』

(放
送
大
学
教
育
振
興
会
)
'
柳
原
正
治
=
森

川
幸

一
-
兼
原
敦
子
編

『
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
国

際
法
講
義
』
(信
山
社
)
'
西
谷
元
編

『
国
際

法
資
料
集
』
(
日
本
評
論
社
)
'
杉
原
高
嶺
=

酒
井
啓
亘

編

『
国
際
法
基
本
判
例
五

〇
』

(
三
省
堂
)
､
芹
田
健
太
郎
編

『
コ
ン
パ
ク
ト

学
習
条
約
集
』

(

信
山
社
)
な
ど
が
新
た
に

刊
行
さ
れ
た
｡

ま

た
､
藤
田
久

一
『
国
際
法

講
義

1

国
家

･
国
際
社
会

(第
二
版
)
』

(東
京
大
学
出
版
会
)
､
小
寺
彰
-
岩
沢
雄
司

-
森
田
章
夫
編

『
講
義
国
際
法

(
第

二

敬

)
』
(有
斐
閣
)
'
家
正
治
-

小
畑
郁
=
桐

山
孝
信
編

『
国
際
機
構

(第
四
版
)』
(世
界

思
想
社
)
な
ど
の
改
訂
版
が
刊
行
さ
れ
た
｡

(
つ
る
た

･
じ
ゆ
ん

海
上
保
安
大
学
校
准
教
授
)

(
こ
ぼ
や
し

･
と
も
ひ
こ

小
樽
商
科
大
学
准
教
授
)

法律時報82巻13号一- 248


